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熊本県バレーボール協会規約細則 

 

 

１ 本会規約第１章第２条事務局については、次に置く。 

  本会の事務局は、熊本市北区徳王１丁目８番１号に置く。 

          株式会社テレビ熊本 気付 

 

２ 本会規約第３章第７条の団体は、次の団体をいう。 

① 熊本県クラブ・実業団バレーボール連盟 

② 熊本県ママさんバレーボール連盟 

③ 熊本県大学バレーボール連盟 

④ 熊本県高等学校バレーボール部会 

⑤ 熊本県中学校バレーボール部会 

⑥ 熊本県小学生バレーボール連盟 

⑦ 熊本県ソフトバレーボール連盟 

⑧ 熊本県ビーチバレーボール連盟 

⑨ 熊本県ヤングバレーボールクラブ連盟 

⑩ 地域（熊本県郡市）バレーボール協会 

 

３ 本会規約第３章第６条個人会員のカテゴリーは、次による。 

 (1) 選手カテゴリー 

(2) 役員カテゴリー 

(3) ファンカテゴリー 

 

４ 本会規約第４章役員等で規定する役員の選考は、次のとおりによる。 

(1) 第１１条 会長及び副会長の推薦 

推薦委員会において、審議のうえ推薦する。 

 (2) 第１３条 評議員の選出（資格） 

第５章第２０条の部会に規定されたクラブ・実連、大学連、高校部、ビーチ連、ソフト連、

ヤング連は、登録チーム各 1 名及び中学部、小学連、ママさん連・地域部会 (加盟郡市協

会)より各 1名の代表をもって評議員とする。 

 (3) 第１４条 理事の選出 

ア. 第５章第２０条に規定された各部会より、クラブ・実連４名、ママさん連２名、大学連２名、

高校部５名、中学部５名、小学連２名、ソフト連２名、ビーチ連２名、ヤング連２名、    

地域(郡市協会)５名をもって理事とする。 

イ. 第１９条に規定された各種委員会より本会運営上、特に必要とされる者及びその他本会運営 

  に必要とされる者若干名を会長が委嘱することができる。  

 (4) 第１５条 常任理事の選出 

 第１９条選出の各種委員会委員長及び総務副委員長、第２０条選出の各種部会の部会長を 

 もって常任理事とする。 



                                         （2） 

(5) 第１６条 理事長の選出 

推薦委員会において、審議のうえ推薦する。 

(6) 第１７条 副理事長の選出 

理事会において、互選により選出する。 

(7) 第１８条 監事の選出 

監事３名のうち、２名は本協会関係者以外の学識経験者を当て、応分の手当を支払うものと 

する。他の１名は、本協会事情に通じた者を当てる。 

 (8) 推薦委員会 

   推薦委員会は、前年度の常任理事をもって組織する。 

 

５ 本会規約第４章第１２条で規定する顧問･参与の選考は、次のとおりによる。 

(1) 顧 問 

本会規約第６条の条件を満たした次の者とする。 

ア. 本協会の会長又は副会長を退任した者で、本協会の役員（常任理事以上）を通算して    

１０年（５期）を超える期間務めた者 

イ. 日本バレーボール協会(含日体協)の賞を受けた者 

ウ. 上記のほか、会長が特に必要と認めた者 

(2) 参 与 

本会規約第６条の条件を満たした次の者とする。 

ア. 本協会の理事長･副理事長･常任理事を退任した者で、本協会の役員（理事以上）を通算し 

  て６年（３期）を超える期間務めた者 

イ. 本協会及び本県体育協会(含県教委)より表彰された者 

ウ. 上記のほか、会長が特に必要と認めた者 

 

６ 本会規約第４章役員等で規定する役員の制限年齢については、次のとおりとする。 

(1) 制限年齢 

ア. 会長は除く 

イ. 副会長は就任時７０歳未満 

ウ. イの規定は協会に特に必要で有ると会長が認めた場合は適用しない 

エ. 理事長･副理事長は就任時６５歳未満 

オ. エの規定は理事長においても協会に特に必要で有ると会長が認めた場合は適用しない 

カ. その他の役員（顧問・参与・監事は除く）は就任時６５歳未満 

(2) 補 則 

ア. 評議員が制限年齢を超えているときは理事選出にあたって理事となる資格を有しない 

イ. 会長指名においても理事となる資格を有しない 

(3) 年齢制限に関する変更 

年齢制限の変更は、理事会の議決、評議員会の承認によって、変更することができる。 

 

７ 加盟団体及び個人会員より選出する役員について 

  本会規約第４章役員等の第１３条、第１４条、第１５条による役員選出数は、表１に示す。 
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    表１ 選出役員数（常任理事は、理事の外数とする。） 

加盟団体 常任理事 理  事 評議員 

社
会
人 

ク・実連盟 １ ３ 加盟数 チーム 

ママさん連盟 １ １ １９ 郡市 

大 学 連 盟 １ １ 加盟数 チーム 

高 等 学 校 １ ４ 加盟数 チーム 

中 学 校 １ ４ １９ 郡市 

小 学 生 連 盟 １ １ １９ 郡市 

ソ フ ト 連 盟 １ １ 加盟数 チーム 

ビ ー チ 連 盟 １ １ 加盟数 チーム 

ヤ ン グ 連 盟 １ １ 加盟数 チーム 

地 域 部 会 １ ４ １９ 郡市 

会 長 指 名 １１ １４   

計 ２１ ３５   

    注）会長指名の常任理事は、社会人部長、各委員長及び総務副委員長（３名）とする。 

 

８ 本会規約第５章第１９条各種委員会の構成と業務執行内容について 

(1) 委員会の構成 

ア 総務委員会 

イ 競技委員会 

ウ 審判委員会 

エ 指導普及委員会 

オ 強化委員会 

(2) 委員会の業務 

ア. 総務委員会 

財務(予算･決算･会計)、事業計画、渉外、組織、会議、広報、表彰、庶務及び他の委員会 

に属さない事項及び記録・保存 

イ. 競技委員会 

競技会の企画･調整･開催、競技会に直接関係する加盟･登録等に関する事項及び記録・保存 

ウ. 審判委員会 

競技会の審判、競技規則･技術の伝達、指導の研究、審判員及び技術統計員の派遣･養成、 

名簿作成に関する事項の記録・保存 

エ. 指導普及委員会 

(ｱ) 本会組織･機構の改善・開発の情報収集と内部調整、普及･振興･育成方策の検討、外部関 

係団体との対応の交渉、指導普及者派遣要請の調整等に関する事項及び記録・保存 

(ｲ) 有資格者の統括(種別･ランク別･地域別名簿作成)、資質・指導力向上、指導者養成の   

研修･講習会の企画･運営、カリキュラム編成、及び関係団体等への紹介、派遣依頼の対応

等に関する事項及び記録・保存 
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オ. 強化委員会 

選手･加盟チームの強化、選抜(個人･チーム)対象の強化･選抜方法の公開及び実技研修･  

講習会の企画･運営、強化費配当等に関する事項及び記録・保存 

 

９ 本会規約第５章第２０条各種部会の構成について 

部会の構成は、次のとおり。 

①社会人般部会 

クラブ・実業団部会（クラブ・実業団バレーボール連盟） 

大学部会（大学バレーボール連盟） 

ママさん部会（ママさんバレーボール連盟） 

②高校部会 

③中学部会 

④小学部会（小学生バレーボール連盟） 

⑤ソフト部会（ソフトバレーボール連盟） 

⑥ビーチ部会（ビーチバレーボール連盟） 

⑦ヤング部会（ヤングバレーボールクラブ連盟） 

⑧地域部会（郡市バレーボール協会） 

 

10 本会規約第７章会計の第２９条のチーム加盟登録料及び大会参加料は次のとおりとする。 

(1) チーム加盟登録料等 

クラブ・実連 ・・・・  １３，０００円 

大学・高専 ・・・・  １４，０００円 

高 等 学 校 ・・・・  １５，０００円 

中 学 校 ・・・・  １０，０００円 

小 学 校 ・・・・  １０，０００円 

ママさん連盟 ・・・・   ６，０００円 

ソフト連盟 ・・・・ ２００，０００円（※団体負担金） 

ビーチ連盟 ・・・・       ０円 

ヤング連盟 ・・・・       ０円 

郡 市 協 会 ・・・・  １０，０００円（※団体負担金） 

 

(2) 大会参加料 

大会参加料は、クラブ・実連、大学・高専、高等学校は８，０００円とする。 

小学校、中学校は７，０００円とする。ヤング連、ママさんは６，０００円とする。 

 

 

11 本会規約第７章会計の第２９条における個人会員の登録料は次のとおりとする。 

(1) 本協会関係の副会長・顧問・参与・常任理事及び理事は登録料として、年会費５，０００円 

を本協会に納入する。 

(2) (1)の納入金より、第３章役員及び組織の第６条の各カテゴリーに属する各個人の登録料を 

  本協会が支払い残りは本協会への個人登録料とする。 
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(3) 選手・役員及びファンカテゴリーの年会費は次のとおり 

    選手カテゴリー 

加 盟 団 体 １人当たり年会費 

実業団バレーボール連盟 ２，０００円 

 クラブバレーボール連盟 ２，０００円 

 大学バレーボール連盟 １，８００円 

 高等学校体育連盟バレーボール専門部 １，２００円 

 中学校体育連盟バレーボール競技部 ５００円 

 小学生バレーボール連盟 ３００円 

 ママさんバレーボール連盟 調整中 

 ソフトバレーボール連盟 １５歳から１，０００円 

 ビーチバレー連盟 年齢・クラス別 

 ヤングクラブバレーボール連盟 小中高大より年齢別 

 上記以外の一般 ２，０００円 

役員カテゴリー 

委 員 会 資 格 １人当たり年会費 

日本協会役員（任意参加） ３，０００円 

日本協会役員 ３，０００円 

国
内
事
業
本
部
管
轄
の
資
格 

指 導 

普 及 

委員会 

公認講師 ３，０００円 

上級コーチ ２，０００円 

コーチ ２，０００円 

審 判 

規 則 

委員会 

名誉審判(含名誉) 

任意参加 
２，０００円 

国際審判員 ３，０００円 

ＪＶＡ公認審判員 

（Ａ・ＡＣ級） 
２，０００円 

ＪＶＡ公認判定 

指導員 
２，０００円 

ＪＶＡ公認判定員 

（上級） 
２，０００円 

ファンカテゴリー 

所      属 １人当たり年会費 

全日本サポーター １，２００円 

 

12 本会規約第７章会計の第３１条の２)の支払規程は別表（旅費・大会役員費規定）のとおりと 

  する。 

13 本会規約第８章賞罰の第３２条の表彰は次のとおりとする。 

(1) 団体表彰は、全国大会３位以上及び九州大会優勝チームとする。 

(2)  協会及び加盟団体の役員として永年にわたりたゆみない努力によりバレーボールの普及 

   発展に著しい功績のあった者。 
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(3) バレーボール競技の指導者として、技術の向上に努め強化と普及に著しい功労のあった者。 

(4) 前(2)項、(3)項とも理事以上の役職とする。ただし、特別の場合を除いて６０歳以上を基準 

   とし、評議員会で表彰する。 

(5)  協会の事業発展のために著しい貢献のあった者。 

 

 

附  則 

 

１ 本規約は、昭和２２年３月１日より施行する。 

２ 昭和４２年 ３月３１日  一部改正 

３ 昭和４７年 ４月 １日  一部改正 

４ 昭和５１年 ４月 １日  一部改正 

５ 平成 元年 ４月 １日  一部改正 

６ 平成１３年 ４月 １日  一部改正 

７ 平成１７年 ４月 １日  一部改正 

８ 平成１８年 ３月 ５日  一部改正 

９ 平成１９年 ３月 ４日  一部改正 

                 10 平成２０年 ３月 ２日  一部改正 

                                  11 平成２１年 ４月１５日  一部改正 

                 12 平成２２年 ４月１５日  一部改正 

                 13 平成２３年 ３月１３日  一部改正 

                 14 平成２４年 ６月 ３日  一部改正 

                 15 平成２５年 ４月 １日  一部改正 

                                  16 平成２８年 ６月 ５日  一部改正 

17 令和 ３年 ３月 ７日  一部改正 

 

 


